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〇（公財）北海道中小企業総合支援センターでは、道内における創業の促進 

及び地域経済の活性化を図ることを目的に、デジタル技術を活用し、地域

課題の解決に資するための新たな起業に取り組まれる方を対象に、必要な

経費の一部を補助する「地域課題解決型起業支援事業」の募集を開始します。

〇本事業は国の新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用し、道が（公財） 

北海道中小企業総合支援センターに補助を行うものです。 

〇対象者及び対象事業等は、次のとおりです。 

対 象 者：令和７年４月１日より前に事業を営んでいない個人であって、 

事業実施期間完了日（令和８年１月 15 日）までに起業する方 

対象事業：デジタル技術を活用した、買い物弱者支援やまちづくり等の 

地域課題の解決に資する社会的事業 

補 助 率：２分の１以内 補助上限額：200 万円 

募集期間：令和７年４月 17 日（木）～令和７年５月 16 日（金）17 時まで 

〇詳しくは（公財）北海道中小企業総合支援センターのホームページ 

（hsc.or.jp/news/2025regional_entre/）をご確認ください。 

また、本事業に関する応募書類の提出及び問い合わせは、（公財）北海道

中小企業総合支援センターにお願いします。 

【問合せ先】 

 （公財）北海道中小企業総合支援センター企業振興部企業振興グループ  

電話番号：011-232-2403
  参 考
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 他 の ク ラ ブ 
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 同 時 配 付 
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道政記者クラブには ４月 17 日（木）10 時に報道発表済み 

 

 
 担 当 

 （ 連 絡 先 ） 

　経済部地域経済局中小企業課小規模企業係（担当者：工藤） 

ＴＥＬ ダイヤルイン 011-206-0494 内線 26-204（公用スマホ 33297） 
 

 

４／１７（木）の発表 【石狩振興局プレスリリース】

https://www.hsc.or.jp/news/2025regional_entre/


地域の課題解決のために
新たに事業を始める方を
支援します！

補助金

　2025年度地域課題解決型起業支援事業　募集開始のお知らせ

補助上限額
２００万円

補助率１/２以内

●募集期間

2025年4月 17日 [木］

【17時必着】

～5月16日 [金］

2025年度地域課題解決型起業支援事業

【対象事業】
北海道内で実施する事業で、
デジタル技術を活用して
地域課題の解決に資する
社会的事業

【対象経費】
人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、
借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅
費、外注費、委託費、マーケティング調査
費、広報費　等

※詳細については、必ず募集要項等をご確認ください。



募集要項をご覧ください ご質問・ご相談に
お応えします

申請フォームより書
類をご提出ください

2025年度地域課題解決型起業支援事業

お問い合わせ下さい

01 02 03 04

当センターＨＰに掲載され
ております。

必ずご確認ください。

申請に関する各種問い合わ
せは電話またはメール等で
受け付けております。

本補助金の応募について、
ご質問・ご相談に
お応えいたします。

申請書類を期日まで
にご提出ください。

■申請方法

  

＜支部＞ ※支部で申請書を受理することはできません。
◆道南支部　〒040-0015　函館市梁川町５番１０号　プライム函館EAST８階　　   　  　　 TEL：0138-86-6695　　　
◆十勝支部　〒080-0013　帯広市西３条南９丁目２３番　帯広商工会議所内　　　　     　　TEL：0155-67-4515
◆釧根支部　〒085-0847　釧路市大町１丁目１番１号　釧路商工会議所内　　　　　     　　TEL：0154-64-5563
◆道北支部　〒078-8801　旭川市緑が丘東１条３丁目１番６号旭川リサーチセンター内 　　TEL：0166-68-2750
◆日胆支部　〒050-0083　室蘭市東町４丁目２８番１号　室蘭テクノセンター内            　　TEL：0143-47-6410
◆ｵﾎｰﾂｸ支部  〒090-0023　北見市北３条東１丁目　北見商工会議所内                              　　TEL：0157-31-1123

＜申請様式＞ホームページ（https://www.hsc.or.jp/news/2025regional_entre/）よりダウンロードしてください
＜書類提出先＞※下記申請フォームによりご提出ください。また、申請完了後は必ず下記問い合わせ先にご連絡ください
申請フォーム：https://6ba0e801.form.kintoneapp.com/public/regional2025　
※申請フォームでの提出が困難な場合、紙媒体での提出を可とします。紙媒体による提出の場合、下記問い合わせ先へ郵送又は本部へ持参により
　提出してください。郵送の場合は、5/16（金）必着とし、原則として簡易書留等記録の残る方法で送付お願いいたします。

■問い合わせ先　
〒060-0001 札幌市中央区北 1 条西 2 丁目経済センタービル 9 階
 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部企業振興 G　
TEL：011-232-2403　 E-mail：jyoseishien＠hsc.or.jp 
ホームページURL： https://www.hsc.or.jp　

■補助対象者の要件
 補助対象者は、次のいずれにも該当する個人とします。
 (1) 事業を営んでいない個人であって、2025年4月1日以降、事業実施期間完了日(最長で2026年1月15 
      日)までに、道内において新たに個人事業の開業届出、又は株式会社・合同会社・合名会社・合資   
      会社・企業組合・労働者協同組合・特定非営利活動法人・一般社団法人の設立を行い、その代表者
      となる者であること(休業中の法人等の代表者や開業届を提出しないで既に事業を行っている者等
　   及び第一次産業（農業・林業及び水産業）に分類される事業は対象外)。　
 (2) 北海道内に居住している者又は事業実施完了日までに北海道内に住民票を移し居住する者。
 (3) 法人の登記又は個人事業の開業の届出を北海道内で行う者。
 (4) 未成年の場合は、法定代理人の同意を得ていること。　等

※詳細な要件・審査基準等については、必ず募集要項等をご確認ください。

【補助対象者の要件・申請方法】

https://www.hsc.or.jp/news/2025regional_entre/
https://6ba0e801.form.kintoneapp.com/public/regional2025
https://www.hsc.or.jp/

